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【令和５年度 新 1 年⽣・転⼊⽣⽤】 
 
 

 
 

1. 分団と校外委員会について 
2. 通学路と登下校について 
3. 旗持ちについて 
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1.分団と校外委員について 

 

◎分団とは 
⾺込⼩学校では通学路を基準に学区を 

１０の区域に分け、そこに住んでいる児童で 

学校のクラスとは異なる集まりを作っています。  

この集まりを［分団］と呼び、地域の町会と連携した活動を⾏なっています。 

分団は１分団から１０分団まであります。 

 

＜所属する分団は、住所で決まります＞ 

→ご⾃⾝が所属する分団は４枚⽬の「分団・班・区域組織表」を参照してください。  

→学区外の⽅は、通学路などを確認した後、校外委員から個別に連絡いたします。 
 

＜分団ではこんな活動をしています＞ 

・登校時に児童の安全を⾒守る「旗持ち」 

・地域の清掃活動 

・町会⾏事への参加、協⼒ 〜祭礼準備、ラジオ体操 

・⻘少対活動 〜⼤⽥区こどもガーデンパーティ、ドッヂボール⼤会のお⼿伝い など 

※活動の予定は、分団⻑から各家庭にメールや BAND でお知らせします。 

 

◎校外委員会とは 
PTA に⼊会されたご家庭は分団に⼊り、⾺込⼩ PTA の校外活動に参加いただくことになります。

この分団の活動をまとめているのが校外⽣活委員会（通常、略して校外委員会）です。校外

委員会は、各学年から毎年選出される PTA の委員とは別に、各分団より選出された校外委員

と分団の代表、⻘少対委員（こちらも分団から毎年選出）で構成されています。 
［⻘少対とは］・・・⼤⽥区⻘少年対策⾺込地区委員会（⻘少対）に、⾺込⼩ PTA 代表として参加して

います。⻘少年の健全育成を⽬的として、地域に根ざした活動を⾏います。 

保護者の皆さんへ
来校時は名札（ネームプレート）を忘れずに
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2.通学路と登下校について 

◎通学路は、⾏政から基本通学路が指定されています。 
⾃宅から各分団の基本通学路までは、安全な経路を選択してください。 

基本通学路は、６枚⽬のマップに⽮印（→）で記載されています。 
 

踏切や第⼆京浜・環七の横断歩道は登下校時使⽤禁⽌となっています。 

必ず歩道橋を渡るようにしてください。 
 

学童保育で児童館を利⽤する児童も、原則基本通学路に戻り⾃宅に帰ることになります。  

やむを得ない事情で通学路と違うコースで通学を希望する場合は、 

学校⻑の許諾が必要ですので、直接学校へご相談ください。 
 

 

３.旗持ちについて 

⾺込⼩学校では 1 学期と 2 学期の最初の 1 週間（平⽇）、分団ごとに当番制で保護者が

通学路に⽴って旗持ちを実施しています（分団の判断で回数を増やす場合もあります）。 

当番の回数は分団によって多少異なります。 

 

 

４.その他 

校外委員、⻘少対、分団役員のいずれかは、各家庭につき在籍中１回は引き受けていただくよ

うお願いをしています。事情があって難しい⽅は、校外委員まで申し出てください。 

また、分団の運営に問題やお困りごとがあった場合は PTA 執⾏部までご連絡ください。 

連絡先︓magome@ptatokyo.com 

 

 

保護者の皆様⽅には、⼤変お忙しいとは存じますが、お⼦様の登下校、校外⽣活の安全を守る

ためにご協⼒をお願いします。ご不明な点があれば、各分団⻑にお問い合わせください。  
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分団・班・区域組織表 
  町会 １班 ２班 ３班 

１分団 
中馬込 

宮ノ下 

町会 

中馬込３丁目 中馬込３丁目 中馬込３丁目 

１３.１４.１５.１６.１７ ２１.２２.２３ ２４.２５  

１８.１９.２０     

２分団 
中馬込３丁目 中馬込３丁目１.２.３.４   

５.６.７.８.９.１０ １１.１２   

     

3 分団 
⾺込 

⼆本⽊ 
町会 

西馬込１丁目 西馬込１丁目４.７.８.９   

１.２.３.５.６ １０.１１.１２.１３.１４   

  １５.１６.１７.１８.１９   

4 分団 南⾺込 
⻄⼀会 

南馬込５丁目 南馬込５丁目 南馬込４丁目１.２ 

１．２．３．４．５．６ ７.８.９.１０ 
南馬込５丁目１１.１２ 

１３ 

  １９.２０   

5 分団 

⾺込東 
三丁⽬ 
町会 

南馬込１丁目 南馬込１丁目５８.５９.６０   

４７.４８.４９.５１. 南馬込２丁目１６.１７.１８   

５４.５５.５６.５７     

6 分団 
南馬込１丁目 南馬込１丁目   

２８.２９.３１.３２.３３． ３５．３７．４０   

３６.３８.３９．４２ ４１．５０．５２.５３   

7 分団 
南馬込１丁目 南馬込１丁目   

１７.１８.１９.２０． １５.１６.２１.２２.２３   

４３.４４.４５.４６ 南馬込２丁目１   

8 分団 
南馬込１丁目 南馬込１丁目   

５．８．９．１０ １２．１３．１４   

１１.２７.３０ ２４．２５．２６   

9 分団 
⾺込 

三本松 
町会 

東馬込１丁目 中馬込２丁目 南馬込１丁目 

１９.２５.２６.２７ ２２.２３.２４.２５.２６ １．２．３．４ 

２８.２９.３１.３２ 中馬込３丁目 ６. ７ 

  ２６.２７.２８.２９   

10 
分団 

東⾺込 
町会 

東馬込１丁目３３.３４.３５ 東馬込２丁目 東馬込２丁目 

３６.３７.３８.３９.４０ １.２.３.４.５.６.７.８.９ １０.１２.１３.１４ 

４１.４２.４３.４４.４５.   １５.１６.１７.１８.１９ 

４６.４７.４８.４９.５０        
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